
（34）商標出願の謝金（３区分指定の場合）

（注）報酬体系が「従量制」である回答のみを集計した結果

1)8万円未満 2)8～11万円 3)11～14万円 4)14～17万円 5)17～20万円 6)20万円以上 無効 合計
19人 170人 89人 12人 5人 0人 0人 295人
6.4% 57.6% 30.2% 4.1% 1.7% 0.0% 0.0% 100.0%

最低値 平均値 最高値
¥0 ¥104,475 ¥185,000
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